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What

How

Why なぜ学校と地域が連携・協働するのか

•たとえば、どんな動きがあるのか

どのような仕組みですすめるのか
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Why

なぜ、学校と地域が連携・協働するのか



空間 学校・家庭・地域・・・

時
間
・
・
・

高
校
・
中
学
校
・
小
学
校
・
・
・

子どもの成長

なぜ、学校と地域が連携・協働するのか



「おらがまちの学校」

コミュニティ・スクール（学校運営協議会）

と地域学校協働活動の一体的推進
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社会総がかりで子どもにかかわる

持続可能な仕組みにする
新しい視点を持つ

個別最適な教育
社会に開かれた教育課程

GIGAスクール
チーム学校
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日本財団「18歳意識調査」第20回 テーマ：「国や社会に対する意識」（9カ国調査）
2019年11月30日
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これからの時代に期待されること

実社会の課題を

知識・技能を活用･発揮しながら

異なる多様な他者と協働して

解決に向かうこと
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学びに向かう力



「令和の日本型学校教育」の構築を目指して
～全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、
協働的な学びの実現～

令和3年1月26日 中央教育審議会（答申）

令和4年2月25日公表 文部科学省

「教育進化のための改革ビジョン」

全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、
協働的な学びの実現を目指す「令和の日本型学校教育」
の構築に向けた今後の方向性の一つとして、学校だけで
はなく地域住民等と連携・協働し、学校と地域が相互に
パートナーとして、一体となって子供たちの成長を支え
ていくことが必要である。
その際、コミュニティ・スクールと地域学校協働活動を
一体的に推進することが重要である。
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How

どんな仕組みですすめるのか



学校運営について協議 協議に基づいて

アクション

地域とともにある学校運営

地域とともにある
学校運営

児童・生徒指導

学校運営協議会

学校

カリキュラム

学校運営

地域

地域学校協働活動

学校評価

学校の自己評価 学校関係者評価

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/PDCA_Cycle.svg
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○学校運営に関する基本的な方針の
   承認をする。

○運営に関して意見を述べることができる

○教職員の採用・任用に関して
 意見を述べることができる

OK Let’s

学校運営協議会の主な役割



■ テーマでつながる
地域コミュニティとテーマコミュニティ

■ コーディネーターが人と情報をつなぐ
地域の活きた情報は人が運ぶ 情報源情報が大切

地域連携担当教職員と地域学校協働活動推進員・地域コーディネーター

学校運営協議会の協議に基づく活動

■ イコールパートナーとして
 「一緒にやってみましょう！」を合言葉に

協働とは・・・
異なった立場の人が 同じ目的のために 対等な立場で活動すること

地域学校協働活動
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■学校関係者評価は評価する、されるの関係ではなく、子どもたちや地域
のことについて、それぞれが「当事者意識」もつことが重要
■基本は自己評価

実施 公表 設置者への報告

①自己評価 義務 義務 義務

②学校関係者評価 努力義務 努力義務
（実施した場合は）

義務

③第三者評価 義務づけなし 義務づけなし 義務づけなし

□ 学校教育法施行規則（第六十六条～六十八条）

学校関係者評価

自己評価

校長のリーダーシップの下、
全教職員が行う
生徒・保護者アンケートを
参考にする

学校関係者評価

学校運営協議会が
学校の教育活動の観察や
意見交換等を通じ

自己評価の結果について評価

第三者評価

外部の専門家が
自己評価や学校

関係者評価をふまえ
専門的視点から実施



新たな視点
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高校・特別支援学校にとってのコミュニティ

●ローカル・コミュニティ（地縁組織）
 学校がある地域
児童・生徒の住んでいるところ
児童・生徒の活動しているところ

●テーマ・コミュニティ
特色ある教育を実現したり
課題解決にむけてつながる
人・組織・企業等
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WHAT

たとえば どんな動きがあるのか？



これからのコミュニティ・スクール

１ 学校運営について熟議し・共に責任を持ち

それぞれの立場で動く

２ 「社会に開かれた教育課程」

実現のために地域学校協働活動につなげる
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第2ステージ・2つのポイント



「誰も取り残さない」 No one behind と言いながら

「すべての生徒が取り残される」 Everyone behind

ことになっていないか？

 学校も地域も経験したことがない課題に直面

している中、歩みを止めず・・・

みんなで最善策を考えていけるかどうかが

問われている
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➀ 学校運営



● 修学旅行をどうする？

● 「評価表」について検討したい       

● 不登校が増えている・・・

●
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みんなで熟議し、最善策を考えた事例

熟 議の
ススメ
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熟議とは？

多くの当事者による

熟慮と討議を重ねること
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何のためにするのか？

お互いの立場や役割を理解し

次第に解決策が洗練され

誰もが納得して

自分の役割を果たすことができるため
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神奈川県立あおば支援学校
2023年8月25日 学校運営協議会委員＋教職員＋保護者 140名

■ 切れ目ない支援部会
「卒業後のスムーズな移行について考えよう」

■ 地域連携部会
「子どもの安全・安心を考えよう」
キーワード「生活安全」「交通安全」「災害安全」

■ 地域学校協働部会
「カリキュラムの充実とスリム化」

誰もが自分ごとになり
一体感が生まれ

次の一歩につながった

子どもを主語に熟議をしよう！
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子どもが参画する熟議

コミュニティ・スクールで育った子どもたちが
コミュニティ・スクールを語り、熟議で課題解決
（山口県光市・愛媛県新居浜市の4中学校生徒会交流）

熟議・テーマ「SNSとの付き合い方」

それぞれの学校にもどり、さらに熟議すすめる



小学校学習指導要領 総則編 （平成29 年７月）

“よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創る”

という目標を学校と社会が共有し連携・協働しながら

新しい時代に求められる資質・能力を子供たちに育む

「社会に開かれた教育課程」の実現を目指し、

学習指導要領等が学校、家庭、地域の関係者が

幅広く共有し活用できる「学びの地図」としての役割
を果たす。
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② 子どもの学び
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地域の特色をいかし
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今後スタートする「社会に開かれた教育課程」の具体的事例として

文部科学省・（独）教職員支援機構 研修資料になった

９年間のカリキュラムと関連づけて考える
横浜市 東山田中学校ブロック

学年 × 教科
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新潟県 上越市 視覚的カリキュラム

熟 議
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ひとりひとりの学びのプロセス
年度 × 学年

義務教育学校における
生活科・総合的な学びの時間 高知県 土佐山学舎

土佐山学
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対象学校の校長は、当該対象学校の運営に
関して、教育課程の編成その他教育委員会
規則で定める事項ついて基本的な方針を作
成し、当該対象学校の学校運営協議会の承
認を得なければならない。

地教行法第４７の５
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子どもも大人も一緒につどい学ぶ場

中学校の中庭に面した地域と学校をむすぶ場 

東山田中学校区地域学校協働本部事務局を設置

共創空間

東山田中学校コミュニティ・ハウス

学校施設全体を学びの場として創造する
文部科学省 新しい時代の学びを実現する学校施設の在り方について」2022年3月

施 設
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成果

学校運営
■学校運営に多彩な人が参画し責任を持つことができる
■問題が起こった時、タイムリーに対処できる
■〇か☓ではない難しい判断の時、後ろ盾になる
■個別最適な学校運営ができ、継続性が高まる

教育内容
■地域ならではのリアルな学びが広がる
■「社会に開かれた教育課程」の実現につながる
■体験と知識がつながり、学びが深まる

学校という場を核に「まちづくり」へ
■いざ！という時頼りになる信頼関係ができる
■共通の目標・テーマを軸に組織・人がつながる

一体的推進の成果

漢方薬

糠 床
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地域での学び





身近な気づきから探究的な活動へ
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課題意識

情報収集

分析

話し合い

まとめ

発表

まちづくりへ

塾の帰りが怖い

プロセスを重ね
チームになり
当事者になる



横浜市役所 × 中高生・大学生
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横浜市政策経営局共創推進室×中高生大学生

よこはま未来の実践会議の一環として、GREEN EXPO2027に向け
若者たちが主体的によこはまの未来のまちづくりを考える



まちづくりの当事者として意識を高める
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WITH

FOR

ＡＢＯＵＴ

I N



大人になって
公民館など地域の活動に
熱心に取り組む層には

共通して15歳までの
地域活動の分厚い体験がある

（東京大学牧野研究室と飯田市公民館との2014－15年度共同研究）
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新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた
学校と地域の連携・協働の在り方と今後の推進方策について（答申）
平成27年12月21日 中央教育審議会

誰かが何とかしてくれる、のではなく、自分たちが「当事者」
として、自分たちの力で学校や地域を創り上げていく。子供た
ちのために学校を良くしたい、元気な地域を創りたい、そんな
「志」が集まる学校、地域が創られ、そこから、子供たちが自
己実現や地域貢献など、志を果たしていける未来こそ、これか
らの未来の姿である。
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子どものみらいのために

まちのみらいのために
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